（新規出店希望者用）
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第41回大芝高原まつり

ふるさとの味コーナー等出店者（キッチンカー）募集要項
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１．開催日（予定）　　
令和８年８月22日(土)【雨天の場合：８月23日(日)】
　　午前10時から午後３時（夜間営業：打上花火終了時まで）
　

２．出店資格
●原則として南箕輪村内の事業所又は村内の団体で、まつり実行委員会が出店を認める者。（原則として申込１団体につき１店とします。）
●キッチンカーを出店できる者。水、発電機等を自分で用意できる者。
●飲食物を出店する場合は、事前に伊那保健福祉事務所の許可を得ており、まつり前日に予定している伊那保健福祉事務所及び消防署の検査で出店許可を受けた者。

　●実行委員会指定の様式による暴力団関係者の排除についての誓約書等を

提出する者。（伊那警察署より依頼）

　　出店決定後、7月17日（金）までに提出

（詳細につきましては別紙「露店等を出店される方へのお願い」を参照いただきますようお願いします。）
　●まつり翌日のごみ拾いに必ず出席できる方
３．出店品目
●食品衛生法等の許可を得た飲食物、又は法令の許可を要しない物品で、まつり実行委員会が認めたものとします。
※出店申込書等の出店品目に記載のあるもの以外は原則出品できません。
「～ほか」という記載はご遠慮ください。
まつり当日、出店品目に記載のないものが販売されていた場合、販売を取りやめていただきますのでご注意ください。 

４．出店費用　　
１,０００円　※出店費用は返却しません。

５．会場
大芝高原内（大芝高原まつり実行委員会が指定した場所）
※新規募集の出店場所については、味工房駐車場となります。
６．申込書類
　　・第41回大芝高原まつりふるさとの味コーナー等出店申込書
７.　出店申込書提出期限

６月17日(水)まで　　
８．申込先 

ふるさとの味コーナー等委員会事務局
（南箕輪村役場 産業課 商工係内）
TEL: 0265-72-2176　FAX:0265-73-9799

E-mail：syoukou-c@vill.minamiminowa.lg.jp

注 意 事 項
	１　原則、テントは出店者で用意していただきます。なお、実行委員会でもあっせんを行いますが借用実費を納付していただきます。

２　飲食店の規格は伊那保健福祉事務所等の指導に従い、該当店は必ず許可書(写)を張り出してください。

３　酒税法にかかる酒類の販売は、酒類販売業免許のある人しかできませんので、販売に際しては所轄税務署の指導に従ってください。
４　100Ｖ電源は各店にコンセント２口、2,000Ｗまで実行委員会で用意します。不足分は各店で対応してください。

５　許可に伴い必要な給水管は給水栓(蛇口)まで実行委員会で設置しますが、現地の位置合わせは各店で対応してください。

６　大芝高原まつりの出店に対する伊那保健福祉事務所の営業許可の取得、及び検便検査に関わる費用については、出店者の負担にて対応してください。

７　出店費用は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。

８　竹串を使用するような品目を出店する場合は、竹串の先端を切ってください。

９　まつりが中止になった場合、仕入れ材料代等の補償及び貸テント代の返金はいたしませんのでご了承ください。

10　常に出店施設内外の環境衛生に配慮し、ごみの収拾等を積極的に実施してください。
11　まつり翌日のごみ拾いに必ず出席してください。
12　その他、法令を遵守しない場合は出店取消とさせていただく場合があります。


大芝公園内にごみ箱を設置しませんので、ごみは各自お持ち帰りください。また、ごみの減量化にご協力をお願いします。

＜施設内での車両通行について＞

通行許可車両の運行には十分注意し、安全運転に心がけてください。
指定された出入口以外からの出入りは絶対しないようお願いします。

      大芝高原まつり実行委員会      
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